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一.業務の概況 

１．監査法人の目的及び沿革 

（１）目的 

①財務書類の監査証明業務 

②財務書類の調製・財務に関する調査、立案、相談業務 

 

（２）沿革 

2000 年 6 月 法人設立 

現在に至る 

 

２．無限責任監査法人又は有限責任監査法人のいずれであるかの別 

無限責任監査法人 

 

３．業務の内容 

（１）業務概要 

当監査法人は、金融商品取引法監査、会社法監査、学校法人監査、社会福祉法人監査、医療

法人監査等の法定監査を中心に監査業務を実施している。当事業年度末の被監査会社数は 14

法人であり、当事業年度における監査業務に係る収入は 123,490 千円となった。 

 また、当事業年度における非監査業務に係る収入は 790 千円となった。 

 

（２）新たに開始した業務その他の重要な事項 

該当事項なし。 

 

（３）監査証明業務の状況 

＊2025 年 6 月 30 日現在 

(会計年度末日) 

種別 
被監査会社等の数 

総数 内大会社等の数 

① 金商法・会社法監査            2 社        2 社 

② 金商法監査 1 0 

③ 会社法監査 4 0 

④ 学校法人監査 0 0 



⑤ 労働組合監査 0 0 

⑥ その他の法定監査 7 0 

⑦ その他の任意監査 0 0 

計 14 2 

 

（４）非監査証明業務の状況 

非監査証明業務は 2件実施した。 

 

 

４．業務管理体制の整備及び業務の運営の状況 

(1)業務の執行の適正を確保するための措置 

①経営の基本方針 

当監査法人は、経営の基本方針として、下記の「経営方針」と「行動指針」を定めている。 

「経営方針」 

１．私たちは、公認会計士として厳正な監査をもって社会の要請に応えます。 

２．私たちは、研修体制、審査体制を充実強化し、時代の要請に応える高品質な監査を行

います。 

３．私たちは、新潟県の監査法人としての特徴を生かし、地域社会への貢献を目指します。 

「行動指針」 

１．公認会計士としての職業倫理を保持しコンプライアンスを実践します。 

２．組織内外からの信頼を得るために常に向上心を持って行動します。 

３．地域社会や監査先への貢献意欲を保持して行動します。 

４．専門知識と能力の研鑽に励み高品質な監査の提供が出来る公認会計士として行動し

ます。 

５．常に職業的懐疑心を保持し、不正リスクに対しては職業的懐疑心を発揮して不正を見

逃さない監査を実施します。 

６．開放的で自由闊達な議論の出来る事務所環境を維持し安心して働ける場を実現しま

す。 適時に会計監査を巡る課題や知見、経験を共有できる風土を醸成します。 

 

②経営管理に関する措置 

（品質管理重視の経営方針の周知） 

経営方針及び行動指針において、職業倫理、監査品質の保持に重点を置いた経営姿勢を

明確にし、当法人の全構成員に対して、日々の業務や定期的に開催される会議、研修会、面

談等で周知している。 

 

（ガバナンス体制及びその運用） 

・社員間の相互監視・相互牽制の仕組みを構築し、運用している。 

・組織図のとおり、全社員が事務所の運営に参画する組織体制を構築している。重要事項に

ついては社員会にて協議・決定し、理事長など特定の社員が独断で決定できない体制として

いる。また、毎月の定例社員会において、業務運営上のリスクについて共有を図り、識別され

たリスクへの対応について協議・決定している。 

・業務運営の組織的かつ継続的な実施を実現するために、必要なルールや手続を規程やマ

ニュアルとして整備し、運用している。また、品質管理に主として従事する者を選任し、社員

の法人業務への関与度合もモニタリングする体制としている。 



・経営機関による業務運営の実効性を監督・評価するために、社員の評価項目を設定し、定

期的に社員相互の評価を実施している。そこで得られた評価結果については、社員会で報

告され、業務運営体制のより一層の改善を図っている。 

 

③法令遵守に関する措置 

・品質管理規程において、理事長を法令遵守の責任者として定め、インサイダー取引防止規

程等の各種規程を整備するとともに、研修や理事長との面談等を通じて、法令遵守に関する

周知徹底を図っている。 

・当法人のホームページにおいて「経営方針」「行動指針」を掲載、監査ホットライン（通報窓

口）を設置し、情報収集と対応を行っている。 

 

（２）業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置 

①業務に関する職業倫理の遵守及び独立性の確保(独立性の保持のための方針の策定) 

・品質管理規程をはじめとして、職業倫理及び独立性に関する各種規程を整備し、運用してい

る。 

・独立性については、毎年一定時点及び必要とする時点において、日本公認会計士協会が

公表する倫理規則実務ガイダンス第３号「監査人の独立性チェックリスト（実務ガイダンス）」に

よる調査を実施し、その遵守の状況を確かめている。 

・業務執行社員等のローテーション計画を策定し、法令及び倫理規則等に準拠していることを

確かめている。 

 

②業務に係る契約の締結及び更新 

・品質管理規程等において、業務に係る契約の締結及び更新について、審査の方法も含めた

方針及び手続を定め、運用している。 

・業務に係る契約の締結及び更新に際しては、関与先の誠実性の理解や当法人が業務を実

施するための適正、能力及び人的資源などを十分に検討し、文書化している。 

 

③業務を担当する社員その他の者の選任 

・監査チームの業務執行社員の選任は、経験、知識、能力、業務量等を考慮して、社員会に

て決定している。 

・業務執行社員以外の監査チームメンバーについては、監査の経験年数等を含めた業務遂

行の適正及び能力を考慮したうえで、担当する会社のリスク、必要な時間を踏まえて業務執

行社員が候補者を選任し、社員会で協議のうえ決定している。 

 

④人材、情報通信技術その他の業務の運営に関する資源の取得又は開発、維持及び配分 

ア．社員の報酬の決定に関する事項 

・社員評価規程に基づき、毎年全社員の評価を実施し、評価結果をもとに、社員会にて各社

員の報酬を決定している。 

 

イ．社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項 

・品質管理規程および研修規程にて、研修についての基本的な方針等を定めている。 

・業務従事に際して、毎年履修結果報告書の提出を必須とし、ＣＰＤの履修必要単位数を履修

していることを確認している。また年度途中にも単位数についてはモニタリングを行い、注意

喚起を行っている。 



・従事予定の業務に応じて、専門要員が受講するべき重要な研修を指定し、受講状況の確認

を行っている。 

 

⑤業務の実施及びその審査 

ア．専門的な見解の問合せ 

・品質管理規程において、基本方針や手続、法人内外の問合せ先等、詳細・具体的な手続を

定め、運用している。 

・上記規程に基づき、外部の専門家と専門的な見解の問合せに関する契約を締結している。 

 

イ．監査上の判断の相違の解決 

・品質管理規程において、監査上の判断の相違の解決に関しての方針と手続を定め、運用し

ている。監査上の判断の相違が生じた場合、監査責任者は監査上の判断の相違を解消する

ための適切な措置をとるとともに、品質管理委員会の合議、専門的な見解の問合せを行い、

監査上の判断の相違を解決することとしている。監査上の判断の相違が解消しない限り、監

査報告書を発行しないこととしている。 

 

ウ．監査証明業務に係る審査 

・品質管理規程及び審査規程を定め、監査証明業務のすべてに審査担当者を指名し、監査

証明業務に係る審査を実施している。なお、重要な事項については、品質管理委員会の協

議事項としている。 

 

エ．監査ファイルの電子化その他の監査調書の不適切な変更を防止するために行っている監査調

書の管理及び保存に関する体制の整備状況 

・すべての監査業務に電子監査調書システムを導入している。 

・最終的な整理が終了した監査調書（電磁的に記録された監査調書）は、品質管理担当責任

者が管理するとともに、監査チームにはシステム的に閲覧権限のみを付与し、編集、削除は

できない仕組みとしている。  

なお、電子監査調書システムの導入後も一部残る紙面調書については、最終的な整理が終

了した後は、品質管理委員長が管理し、監査チームが直接触れることができない仕組みとし

ている。 

 

⑥業務に関する情報の収集及び伝達 

・品質管理システムの整備及び運用を可能にするために、品質管理システムに関する情報の

取得、生成又は利用、及び法人内外への適時な情報の伝達に対処する方針及び手続、品

質目標を設定している。 

・法人内外から情報を適切に収集し、活用するため、面談、会議、研修、グループウェア等の

活用、ホームページでの情報発信等を通じてコミュニケーションを実施している。 

・会計監査人の職務の遂行に関する監査役への報告等を通じて、監査役等との品質管理シス

テムに関するコミュニケーションを実施している。 

・監査業務に係る社員・職員の不適切な行為、判断及び意見表明、関連する法令に対する違

反、並びに、監査事務所の定める品質管理システム及び内部規程への抵触等に関して、法

人内外から情報が適時適切に収集されるよう、「通報制度規程」を定め、運用している。通報

制度規程においては、窓口利用者に対して、本件窓口に通報又は相談したことを理由とし

て、不利益な取扱いを行ってはならないことを定めている。また、通報窓口として、当法人の



ホームページ上に「監査ホットライン」を設置し、E メール等による通報を受け付けている。 

・品質管理システムの状況等について、監査報告の利用者が適切に評価できるような十分な

透明性の確保のため、「監査品質のマネジメントに関する年次報告書」の発行を予定してい

る。 

 

⑦前任及び公認の公認会計士又は監査法人との間の業務の引継ぎ 

・監査人の交代に際して、前任の監査事務所となる場合及び後任の監査事務所となる場合の

双方について監査業務の引継が適切に行われることを合理的に確保するために、方針と手

続を品質管理規程に定めている。 

・引継については、不正リスクへの対応状況、監査の過程で識別した重要な事項等について

引継を行うこととし、引継の内容は議事録に記録し引継対象の監査人と相互に確認すること

を求めている。 

 

⑧ ①から⑦までに掲げる事項についての責任者の選任並びにその役割及び責任の所在の明確

化 

・品質管理規程において、品質管理システムに関する最高責任者を理事長、品質管理システ

ムの整備及び運用に関する責任者を品質管理委員長、モニタリング及び改善プロセスの運

用に関する責任者を監事として、社員会にて選任する旨を定めている。 

 

⑨ ①から⑧までに掲げる事項についての目標の設定、当該目標の達成を阻害する可能性のある

事象（以下「リスク」という。）の識別及び評価並びに当該リスクに対処するための方針の策定及び

実施 

・監査業務の質を合理的に確保するため、品質目標の設定、品質リスクの識別及び評価、品

質リスクに対処するための対応から成る、リスク評価プロセスをデザインし適用している。な

お、品質リスクの識別及び評価においては、品質管理基準報告書第１号実務ガイダンス第４

号「監査事務所における品質管理に関するツール（実務ガイダンス）」に定める様式を参考と

して利用している。 

 

⑩ ①から⑧までに掲げる事項についての実施状況の把握（以下「モニタリング」という。）及び当該

モニタリングを踏まえた改善 

・品質管理システムに関するそれぞれの方針及び手続が適切かつ十分であるとともに、有効に

運用されていることを合理的に確保するため、品質管理規程において、モニタリング及び改

善プロセスについて方針及び手続を定めている。 

・モニタリング活動によって識別された不備は、品質管理システムに関する最高責任者である

理事長、品質管理システムの整備及び運用に関する責任者である品質管理委員長に適時

に報告され、当該影響を評価し、必要な是正措置を講じている。 

 

 

（３）公認会計士である社員以外の者が公認会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影

響を及ぼすことを排除するための措置 

定款で社員資格を公認会計士に限定しているため、公認会計士である社員以外の者が公認

会計士である社員の監査証明業務の執行に不当な影響を及ぼすことはない。 

 

 



（４）直近において日本公認会計士協会の調査（公認会計士法第 46 条の 9 の 2 第 1 項の規定に

よる協会の調査(品質管理レビュー)）を受けた年月 

2025 年 3 月（通常レビュー） 

 

（５）業務の品質の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監査法人を代表して責

任を有する社員一名による当該措置が適正であることの確認 

当監査法人の品質管理システムに関する最終的な責任を負う理事長が、業務の品質の管理

の方針の策定及びその実施に関する措置が適正であることを確認している。 

 

 

５．公認会計士(大会社等の財務書類について監査証明業務を行ったもの又は登録上場会社等

監査人であるものに限る。)又は他の監査法人との業務上の提携(法第 24 条の 4又は第 34 条の

34 の 13 に規定する業務を公認会計士と共同して行うことを含む。)に関する事項 

（１）当該業務上の提携を行う当該公認会計士又は他の監査法人の氏名又は名称 

該当事項なし。 

 

（２）当該業務上の提携を開始した年月 

該当事項なし。 

 

（３）当該業務上の提携の内容 

該当事項なし。 

 

 

６．外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務

書類の監査又は証明をすることを業とする者)との業務上の提携に関する事項 

（１）提携を行う外国監査事務所等の商号又は名称 

該当事項なし。 

 

（２）提携を開始した年月 

該当事項なし。 

 

（３）業務上の提携の内容 

該当事項なし。 

 

（４）共通の名称を用いるなどして二以上の国においてその業務を行う外国監査事務所等によって

構成される組織に属する場合には、当該組織及び当該組織における取決めの概要 

該当事項なし。 

 

 

二．社員の概況 

１．社員の数 

公認会計士 特定社員 合計 

5 人 0 人 5 人 

 



2.重要な事項に関する意思決定を行う合議体の構成 

合議体の名称 合議体の目的 
合議体の構成 

公認会計士 特定社員 計 

社員会 重要な事項に関す

る意思決定 
5 人 0 人 5 人 

 

三．事務所の概況 

名称 所在地 

当該事務所に勤務する者の数 

社員 公認会計士
である使用
人の数 公認会計士 特定社員 計 

(主)高志監査法

人 

新潟市中央区万代四丁目

４番 27 号新潟テレコムビ

ル 401 号 

5 人 0 人 5 人 0 人 

(従)該当なし      

      

 

 

四．監査法人の組織の概要 

別紙「組織図」参照 

 

 

五．財産の概況 

１．売上高の総額 

(単位：千円) 

 第 25 期 

2023 年 7 月１日～ 

2024 年 6 月 30 日 

 

第 26 期 

2024 年 7 月１日～ 

2025 年 6 月 30 日 

売上高 

 監査証明業務 

 非監査証明業務 

 

144,517 

3,321 

 

123,490 

790 

合 計 147,838 124,280 

 

２．直近の二会計年度の計算書類 

無限責任監査法人であるため、計算書類は添付していない。 

 

３．２．に掲げる計算書類に関する監査報告書 

無限責任監査法人であるため、計算書類に関する監査報告書は添付していない。 

 



六．被監査会社等（大会社等に限る。）の名称 

新潟交通株式会社 

北越メタル株式会社 

 

 

 

  



別紙 組織図 

 

社員会 

理事会 

理事長 

品質管理委員会 監査担当 総務担当 

IT担当 研修担当 審査担当 

監事 

第三者委員 


